
 

地域の方々のために 
地域の方々を支援するためには、様々なフォロー体制

を充実させておくことが必要であると考えております。そ

の一環として、当事務所では各種の無料相談を実施   

し、皆様方にご満足いただけるようなサポートをご 

提供できるよう、尽力させて頂いております。 
 

弁護士法人  
アルファ総合法律事務所  

A lpha  Law o f f i ce 

相続・遺言 

交通事故 

離婚問題 
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債務整理 
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その他 

 

弁護士法人 
アルファ総合法律事務所 

A l p h a l a w  o f f i c e  

●トラブルの未然防止 

弁護士の役割は、トラブルを解決す 

ることのみならず、トラブルを未然に防止することに 

もあります。 

そのため、どんな些細なことであっても、気軽に相 

談できる弁護士が必要だと考えております。 

●総合的な支援体制 

法律問題は、たとえば相続を例にとれば、財産管 

理の問題から、判断能力の衰退に伴う任意後見の 

問題、死後の遺産分割の問題や住まい・事業の問 

題など、多くの事柄が連動します。 

そのため、部分的なサポートより、総合的に支援 

を行うことが必要であると考えております。 

●専門家との連携体制 

継続的・総合的にご依頼者様のサポートを行って 

いくためには、弁護士のみならず、他の専門家とも 

協力をしていく必要があります。 

そういった専門家との関係づくりを積極的に行い、 

それぞれの役割を果たしていく体制が重要である 

と考えております。 

特別無料相談 
のご案内 

●特別無料相談をご活用下さい。 
当事務所では、交通事故・債務整理（個人/会

社）に関しましては、初回１時間は常時無料相談

を行っており、相続・遺言や、労働・離婚問題に関

しましても、特別相談日に限り、初回１時間の無

料相談を実施いたしております。 

また、当事務所は法テラスの契約事務所です

ので、その他一般のご相談につきましても、法テラ

スが定める資力基準等の条件を満たしていれば、

無料でご相談を受けていただくことが可能です（同

一事件について、原則３回まで）。 

 

●弁護士費用はどれくらい？ 
最終的にご依頼を頂くことになった場合、弁護

士費用は個々の弁護士とのお話し合いで決めて

いただきます。弁護士費用に関しては、ご依頼者

様にご納得いただいた上でご契約をさせて頂くこと

となりますので、まずは無料相談をご活用下さい。 

 

まずは当事務所へお問い合わせ下さい。 

【新宿 office】 
〒160-0023 

東京都新宿区西新宿 3-1-5 新宿嘉泉ビル 8 階 
tel 03-6304-5583 fax 03-6304-5584 

【国分寺 office】 
〒185-0021 

東京都国分寺市南町 3-8-14 クレンズハウス 401 
tel 042-313-9743  fax 042-313-9753 

【所沢 office】 
〒359-1123 
埼玉県所沢市日吉町 14-3  朝日生命所沢ビル 8 階 

tel 04-2923-0971  fax 04-2923-0972 
(フリーダイヤル) 

相談予約専用：0120-10-5050 
(ホームページ) 

http://alpha-lawoffice.com/ 
(その他専門ホームページ集) 

http://alpha-lawoffice.com/info/link02 
 



 

当事務所では数多くのご依頼者様に無料相談を提供し、ご活用頂いております。 
皆様のご不安を解消するお手伝いをさせて頂きます。まずはお気軽に当事務所までお問い合わせください。 

当事務所のご提供する“無料法律相談” 
地域の方々を支える法的支援サービス 

 
安心した日常生活を送るために、弁護士がサポートをさせて頂きます。 

身の周りをとりまく「契約」や「トラブル」に備え、 

事前にご検討してみませんか。 

<相続/遺言> <離婚問題> <労働問題> 
相続・遺言、離婚や労働問題、それに関連す

る諸問題については、特別相談日に限って無料

相談とさせて頂いております。 
<交通事故> 
交通事故案件に関しましては、初回１時 

間に限り常時無料でご相談頂けます。 
ご家族の方でもご相談頂けますし、後遺障害

等級１２級以上で、かつご来所困難なときに

は、出張相談が可能な場合もあります。但し、

既に刑事事件として立件されている場合を除き

ます。 
<債務整理> 
 債務整理に関しましては、法人個人問わず、

初回１時間に限り常時無料でご相談頂けます。

原則としてご本人様がご相談に来て頂ける場合

のみとさせて頂きます。 
 
※法テラスの扶助による無料相談について 
 法テラスの扶助をご利用される場合には、資

力基準を満たしていることが条件となります。

また、同一事件について、無料相談は原則３回

までとなっております。 

【当事務所の無料相談体系】 

ご不安を解消しませんか？  
 
誰しもが安心な生活を送りたいと考える

一方で、現実には「トラブル」や「難解な

契約」が周囲に数多く存在し、ご不安を抱

えていらっしゃる方が増えています。 

そういった方々の「ご不安を解消した

い」という希望を実現するためのお手伝い

をさせて頂きたいと考え、各種の無料法律

相談をご用意させて頂きました。 

 

地域の「かかりつけ」弁護士として、ち

ょっとしたご不安についてでもご相談いた

だけるように尽力しておりますので、まず

は当事務所の無料相談へ足を運んでいただ

き、ご相談頂ければと思います。 

 

ご予約専用ダイヤル：0120-10-5050 

※当パンフレットの情報は 2013 年 1 月現在の情
報です。 
最新の情報につきましてはお問い合せ下さい。 


